
24

香取市長、　　　　
　　震災対策を語る
2011年7月28日香取市役所にて収録

語り手

香取市長　宇井　成一

聞き手

佐藤　晴邦
千葉県地方自治研究センター　副理事長

自治労千葉県本部委員長

司　会

髙橋　秀雄
千葉県地方自治研究センター　事務局長



25

○高橋
本日は本当に時間を割いていただきありが
とうございます。
まず、私たちの自己紹介をさせていただき
ます。千葉県地方自治研究センターは、2009
年12月に設立されました。自治労や連合千葉
傘下の労働組合を母体として、連合千葉が推
薦する県議会並びに市町村議会議員、一般の
市民の皆さん、あるいは、市内県内に住んで
いる研究者を中心に、千葉県内の地方自治を
研究する機関として結成された組織です。主
な活動としては、講演会を開催したり、「自
治研ちば」という情報誌を発刊して、千葉県
内の地方自治に関する情報を発信しています。
「自治研ちば」の企画として、前号（本年
６月発行）から千葉県内の東日本大震災の被
害状況や復旧復興対策をテーマとした特集を
始めました。前回は、浦安市と旭市を取り上
げましたが、今回は被災状況も深刻な香取市
を取り上げることにしました。震災以降、当
然のこととして東北三県が注目されています
が、千葉県の被災状況も大変なものがあり、
全国に情報発信した方がよいのではないか、
というのが、この企画の第一の理由です。
もう１つは、震災以降、基礎自治体といい
ますか、市町村の役割が非常に強まっている
と感じています。やはり基礎自治体としての
市町村が、ますます力をつけていく必要があ
るのではないかという、問題意識を持ってい
ます。その点について、市長のお考えをお聞
きしたいと、今日はお伺いしました。時間も
限られておりますので、具体的に副理事長の
佐藤の方から質問をさせていただきますので、
よろしくお願いします。

損害は約200億円

○佐藤
早速ですが、東

日本大震災の香取
市における被災状
況のうち、液状化
による歴史地区並
びに住宅地区の被
災状況を中心にお
話をお伺いしたい
と思います。その
本題に入る前に、
全体的な香取市の被災状況について、概括的
で結構ですので、建物、道路、河川、上下水
道、農業等について、お話をお伺いします。

○市長　
最初に、建物被
害の概要ですが、
全壊・半壊等すべ
てをあわせまして、
およそ5,000棟に
上っております。
これは液状化のみ
ならず、液状化以
外の被害も多く含
まれています。

液状化については、約3,500ヘクタールの
市域で液状化の被害が起きています。これは
東京ドーム750個ぐらいの広さにあたります。
そのうち、住居の密集している市街地での液
状化被害は140ヘクタールほどです。したがっ
て、そのほかの約3,300ヘクタールについて
は、田んぼの液状化被害になります。
道路については、まず、約540カ所が破

損しました。そして、河川については護岸
の亀裂傾斜等が19件です。上水道について
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は、３月11日に約１万9,760戸が断水しまし
た。下水道については、公共下水で約1,500
戸、農業集落排水で約900戸、両方あわせて
約2,400戸というような被害になります。
香取市には小中学校が33校ありますが、ほ
ぼ全校が大小の被害を受けました。特に、利
根川以北にあります新島中学校というところ
は、応急危険度判定調査で危険の判定で赤紙
が貼られ、余震などで倒壊の危険性があると
判定されました。現在、新島小学校の教室を
借りて、小学生、中学生が一緒に勉学に励ん
でおり、仮設校舎の建設が、今、進んでいます。
消防署ですが、小見川に消防本部がありま
す。合併前の旧佐原市、旧小見川町、旧山田
町、旧栗源町のそれぞれに４つの消防署所が
あります。この中で栗源の分遣所が使用不能
になりました。現在、栗源の分遣所は栗源支
所に一時移転をしています。
さて、前述の液状化が農業関係の作付けに
影響を与えた面積ですが、約2,500ヘクター
ルに及びます。すべてが水稲で、お米の収量
で約1.4万トンの減、損害額で約28億円を当
初想定していました。しかしながら、実際に
は、各農家の努力等によって、現時点では約
328.3ヘクタール、収量で約1,838トン減、損
害額で約３億6,000万
円の被害ですみそうで
す。水路、用水路につ
いては、ずたずたに寸
断されたままという状
態でありますが、多く
は農家の努力によって
田んぼに水をポンプで
引いて、耕作をしてい
るという状況です。
また御存じのとおり、
４月４日にホウレンソ
ウが、放射性ヨウ素が

基準値以上になったために、出荷が停止・制
限されましたが、これは４月22日に解除され
ました。
現在、水道、下水道、道路、河川、農業施設、

または観光施設、及び文化施設、庁舎、消防、
その他の公共施設すべてあわせて、約200億
円の損害額を見積もっています。

○佐藤　
先ほど、建物被害がおよそ5,000棟に上り、

市街地での液状化被害は140ヘクタールほど
に及ぶというお話がありました。そのうちの
歴史地区における被災状況についてお伺いし
ます。

○市長
正確に申し上げますと、７月15日レベルで

すが、建物被害は5,860棟、そのうち液状化
被害が2,544棟となっています。液状化の被
害が出た地域には、重要伝統的建造物の保存
地区は含まれていません。この重伝建の古い
建造物が受けた被害は、直接的な地震の揺れ
によるもので、液状化によるものではありま
せん。古い建造物の多くの屋根瓦が落ちまし
たけれども、あれは揺れによって落ちたわけ
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であって、液状化によって地面が傾いたとか、
沈み込んだとかは、全くありません。

○佐藤
小野川に液状化によって泥があふれ、小野
川沿いの重伝建の古い建造物も液状化の被害
を受けたのかと思っていましたが、そうでは
ないのですね。

○市長
この図面は、市役所の近くにあります国土
交通省の利根川下流河川事務所が、大震災の
発生前の３月に偶然に作り上げたものです。
国土地理院から明治14年の軍管地方実測地図
という古い地図を見つけてきて、張り合せて、
作ったものです。この地図と現在の地図を比
較していただくと、利根川の流れが大きく変
わっているのがわかると思います。市役所の
すぐ脇を走る国道356号線は昔の利根川の堤
防の付近でした。ですから、現在、住宅が立
ち並んでいる国道356号線の北側は、昔の利
根川の水の中ということになります。液状化
が発生した地域は、昔の利根川の水の中で
あった地域と一致しています。

356号線の南側の上流部は、もとからの陸地
ですので、護岸が崩れたり、家の屋根瓦が崩
れたりはしましたが、液状化は全く確認でき
ていません。
よく、古い町並みのところの被害も液状化

によって被害を受けたのではないかという質
問をいただきますが、そうではありません。

液状化被害の場所

液状化被害をうけた香取市役所周辺図

千葉県の北東部に位置し、利根川に面する香取市

小野川の河床が隆起し
ました。液状化によって
あふれ出した泥が小野川
の河床に堆積したわけで
すが、この現象が起こっ
たのは河口に近い一部に
限られています。これは、
昔の利根川を埋め立てた
際に、小野川の運河を新
しく延長した部分にあた
ります。要するに、国道
356号線の北側の小野川
の河口付近が液状化の被
害はありましたが、国道

香取市
↑

利根川

◦千葉市

◦鴨川市
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○佐藤
わかりました。次に、震災の災害対策本部
や避難所を設置されていると思うのですが、
設置状況ですとか、震災直後の香取市の対応
についてお伺いします。

○市長　
３月11日は、３月市議会の開会中でした。
当日は一般質問の午後の部が行われており、
ある議員が質問しているときでした。直ちに、
議長に“議会の停止”をお願いして、議会を
中断していただきました。その直後に災害対
策本部を招集しました。４階の庁議室に部長
クラスをトップとした所定の職員を集めまし
た。現状把握等を行おうとした、その矢先に、
２回目の大きな地震があり、庁内での災害対
策本部の設置を一端中断しました。
当日は、確定申告の相談窓口を開設したり
して、多くの市民の皆さんが庁舎内にいまし
たが、即座に退避していただきました。全員
退避した後に、19時に災害対策本部を再招集
しました。おのおのが市内の現状を把握する
といったこと…例えば、水道であれば上下水
道の現況がどうなったのか、電気関係につい
ては、停電はいつ復旧できるのか調査する、
等について話し合いました。
電気については、市内は全域停電となり
ましたが、庁舎は自家発電で対応できまし
た。翌３月12日の11時９分、ほぼ全域が通電
しました。ただ、11日の夜、一番心配された
のは、信号が全部消えたことですね。そこで、
主要道路の角には、警察官の皆さんに立って
いただきました。ところが、本庁舎の前は国
道356号線なのに、警官が誰もいませんでし
た。「大丈夫なのかな」って、すごく心配し
ましたが、庁舎の窓から見ていると、ちゃん
と車同士が譲り合っています。「普段だった
ら事故があるけれど、全く事故がなかった」

といって、警察の皆さんも本当に喜んでいま
した。加えて、ガソリンがなくなる等で、１
週間～10日間くらいは、いろいろな面で難儀
をしました。
また、水道は、約２万戸が断水してしまい

ましたので、3月11日から毎日、40～50人で
工事を行ってきました。この工事を進めるに
あたって、市の全職員、地域の水道工事会社
の皆さん、ボランティアの皆さん等に関わっ
ていただきました。
給水体制ですが、各地域において最大15カ

所で給水活動をしました。他の市町村からも
多くの職員の皆さんに助けていただきました。
自衛隊にも出動を要請し、３月11日から４月
４日までの24日間で、延べ465人に及んでい
ます。運んでいただいた水の量は500トンに
上っています。大変な応援をいただき、感謝
しております。そして、水道管については、
３分の１以上のところで応急仮設配管を道路
側溝の上に敷設しました。まだ、そのような
仮設配管が、現状でも残っています。
避難所の設営ですが、3月11日の夜から香

取市の市民体育館を中心に設置をしています。
３月11日で最大613人の避難者、延べ人数に
いたしますと2,914人、約3,000人の収容をさ
せていただきました。当日から備蓄していた
アルファ米等をお配りして、大変寒い日で
あったのでありますけれども、お過ごしいた
だきました。避難者は、翌日からは少しずつ
減っていきました。

○佐藤
水道の復旧にずいぶん時間がかかっていま

すが…。

○市長
水道の仮設を含めて全部復旧するのに約40

日以上かかっています。なぜ、そのようなこ
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とになったかといいますと、例えば、佐原の
中心街ですとか、小見川の市街地といったよ
うな地域は、２日とか３日で全部復旧してい
るのです。しかも、応急仮設配管ではなくて
復旧しています。しかし、市街地から遠く離
れるほど、液状化の地域に近づくのです。毎
日、多いときで３回から４回、災害対策本部
を開いて復旧工事の進捗状況をチェックしま
した。初めのうちは、例えば１日目は1,000軒、
次の日は1,500軒、復旧したという報告を受
けていました。復旧工事が３日、４日、５日
と進んでくると、１軒の報告も受けなくなり
ました。何でそうなるのかと、実際、私も現
場に行きました。
皆さん、経験あるかもしれませんが、水道
の復旧はどうやるか知っていますか？今回の
ような大地震があれば、配管がどこで亀裂し
ているか、断裂しているかわかりませんから、
今までと同じような100％の水圧で流します
と、配管の弱っているところが全部破裂して
しまいます。ですから、当時30％の水圧で配
水しました。３割ぐらいの水圧で配水すると、
ある程度割れているところから水が噴き出し
てきます。そうすると、「ああ、ここから漏
水しているな」と確認して直します。また、
水圧をかけ配水すると何㎞か先かで漏水して
いると直す、ということを繰り返していきま
す。
数日後には、工事が全く止まってしまいま
す。私も実際に現場へ行きました。どのよう
な状況なのか聞いたり、見たりしました。通
常の漏水というのは、断裂だとか亀裂が入っ
た個所を直すわけです。ところが、液状化の
地域はそういう状況ではないのです。配管が、
グチャグチャになり、砂没し配管の中に砂が
入り１ｍで３カ所も４カ所も割れている状況
になっていました。それが何十㎞と続いてい
るわけです。例えば、100ｍの水道を掘って、

直していって、埋め戻すというと、それだけ
でも１週間とか10日はかかってしまいます。
市民の皆さんは早く水がほしいわけです。

そんなには待たせられません。ですから、私
が指示をして、道路の側溝上に応急仮設配管
を始めました。私の方から、道路管理者が管
理している道路であれば、自動車を止めて工
事をしてよいというゴーサインを出しました。
それでもこんなに期間がかかりました。前述
のように、３分の１はまだ応急仮設配管で、
住宅一軒につき一本だけ20ミリの蛇口を設置
しましたが、市としては個々の住宅の水道管
に接続までは行っておりません。

国・県へ要請行動

○佐藤
先ほど、少し地図で説明していただきまし

たが、国道356号線の北側の液状化した住宅
地域や小野川沿いの歴史地区における、復旧・
復興の取り組みについてお伺いします。

○市長　
３月11日から、ライフラインについてはも

う致命的な被害を受けました。水道について
は４月17日に復旧しました。これでおよそ38
日間、断水の地区があったということです。
下水道については、５月11日に復旧しました。
62日間、最終的につなげなかったところが
あったということです。現在でも一部の流れ
の悪い地域は、仮設のポンプでくみ上げてい
るというような状況です。避難所については、
５月15日に閉鎖しました。３月11日から数え
て66日間でしたが、およそ47世帯だったと思
いますが、避難されていました。応急仮設住
宅は市内に30棟を建て、現在30棟すべてに入
居しております。そのほかの世帯の皆さんは、
一般のアパート、国家公務員宿舎、県の宿舎
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等に入居いただきました。これが５月15日ま
でです。
そして現在は、「香取市災害復興計画」を
策定しようとしているところです。少し説明
させていただきますと、外部委員に団体の代
表者や識見者、また関係の機関の皆さんで構
成して、８月３日に設置します。策定の期間
は、平成23年12月を目途とし、内容について
は、市民アンケート、各区長の会議、またパ
ブリックコメント等を行いながら策定してい
きます。
先ほどの液状化の住宅の復旧等については、
この復興計画の策定も平行して進めながら、
現在は上下水道、道路等の復旧の計画、雨水
対策、液状化の対策、全体的なスケジュール、
復旧の進め方等について地区の説明会を開催
しました。
設計にあたって各世帯の要望を聞きながら
できる限り遂行していくというようなお話を
させていただいております。今後も、地域の
皆さんと直接お話をすることになっておりま
す。私自身も市内各部署や各地区の皆さんと、
復興にあたっての要望を聴取しております。
先日も、若い世代の代表者11人との対談を行
いました。
歴史的な町並みの復旧については、文化庁、
国土交通省、千葉県等の協力
をいただきながら実施する、
という計画をもう既に立てて
います。約３年程度かかるだ
ろうと、見込んでいます。そ
れではこれまで私が取り組ん
できた、国や県への要請活動
を少しお話させていただきま
す。
まず、４月５日に、高木文
部科学大臣に直接お会いしま
した。その後、近藤文化庁長

官にもお会いして、「重要伝統的建造物群保
存地区」の建物の再建及び復興をきちんとし
ていただきたいと要請いたしました。この直
後に、文化庁の担当者が保存地区を視察して
いただくことになります。
翌６日には、民主党の文部科学部門会議が

開催され、そこで多くの国会議員の皆さんの
前で、今回の液状化等について説明をさせて
いただきました。
４月12日には、大畠国土交通大臣、そして

松本防災担当大臣に、液状化についての要望
をさせていただきました。同じく16日には、
民主党の岡田幹事長が香取市の視察に来られ
て、１時間ほどじっくりと現状を見ていただ
きました。町並みも含めて液状化等の被災地
域の惨状を訴えました。
そして４月23日には、大畠国土交通大臣が

香取市に視察に来られ、いろいろなお話をさ
せていただきました。翌24日に、大臣から直
接私に連絡をいただき、「被災状況のビデオ
を作成して、私のところに送ってもらいたい」
と話がありました。２日間でビデオを作成し、
大臣にお届けをいたしました。国土交通省の
中に災害対策本部があり、委員全員に配布し
たということを、後々に伺いました。
そして４月28日の午前には、県内16市の市



31

長とともに、松本防災担当大臣に「液状化の
運用指針の変更について、どうにか考えても
らえないか」という、２回目の要望に行って
います。
これは、御存じのように、住家の被害認定
運用指針の中に、液状化というジャンルがほ
とんどなかったため、住宅の傾きについては
全くお話にならないような内容でありました
ので、現状を考慮して、不十分な点をきちん
と明文化していただきたいとお話をしました。
これは、私の方から浦安市へ働きかけ、県
内16市の賛同をいただいたということであり
ます。また、４月28日は午後から、私と旭市
の市長の二人で森田知事に「合併特例債」の
期間の延長について、要望いたしました。
これまで国土交通省の防災担当等の皆さん
に再三にわたり要請をしてきたことが実り、
５月２日に、この液状化の運用指針が大きく
改善されました。これによって、約400軒の
被災住宅を支援対象とすることができました。
５月10日には、民主党の江㟢孝参議院議員
が香取市に視察に来られましたので、江㟢議
員にも液状化や合併特例債の特例期間の延長
を強くお願いしたところ、後の決算委員会で、
この合併特例債の特例期間の延長について質
問していただきまして、これが実は功を奏し
ました。
６月６日、細川厚生労働大臣に、液状化に
関わって更なる支援策の陳情を行いました。
災害救助法に基づく住宅の応急修理に対して、
一世帯あたり52万円を限度に支給されます。
ただ、支給の要件として工事の完了期限が災
害発生日より１ヵ月以内となっています。こ
のことについて運用の幅を広げて、期限も延
長していただきたい要望をいたしました。も
う７月になりましたが、市内では工事がまだ
続いていいます。１ヵ月しか支給しないとい
う現状では期間が足りません。また、松本防

災担当大臣へ３回目の訪問になりますが、さ
らなる液状化に関するお願いをして来たとこ
ろです。
６月15日に、合併特例債の期間延長につい

て、香取市を含めて、県内６市長で総務省に
お伺いして、片山総務大臣に直接お願いをい
たしました。
香取市は、合併して５年になります。今年

に入って、合併特例債の対象となる大きな事
業を立ち上げようとしていました。４月に１
件、５月に１件の入札を実施しようとしまし
たが、４月の入札については、名乗りを上げ
た８社中６社が辞退しました。そして、５月
については、すべての業者が辞退してしまい
ましたので、現状では入札を延期しています。
なぜかといいますと、大手ディベロッパー

は、東北３県に人材も物資も取られており、
私たちの方まで手が回らないというのが実態
です。やはり私たちよりも、もっともっと大
変なところがあるのですから、そこから先に
対応していただくのは仕方のないことです。
問題は、合併特例債の対象事業の実施期間

が限られているため、１年間、もしくは２年
間を棒に振ると、もう残りの３年では事業を
実施できなくなってしまいます。したがって、
「この棒に振る期間、おおよそ３年から５年
を、そのまま延長してもらえないか」と要請
をしたわけです。合併特例債の充当率を高く
してもらえないかとか、上乗せしてほしいと
いうのではなくて、「空白の期間をそのまま
後ろに延長してくれないか」ということです。
近年、市町村合併をし、香取市と同様の状

況に置かれている旭市、山武市、成田市等の
６市長が片山総務大臣に要請しました。
政府や国・県に対して、これまで香取市が

どのような点を念頭に置きながら、取り組ん
できたのかがご理解いただけると思います。
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基礎自治体の底力

○佐藤
腰の重い国を動かすというのは、大変な労
力が必要だと思います。今のお話の中でも少
し出てきましたが、県内の自治体との連携の
取り方や県の役割はいかがですか。また、補
正予算の状況、今後の財政見通しについて、
お尋ねします。

○市長
今の件で、少しお話をさせていただくと、
まず合併特例債の期間延長については、３月
17日に、私から旭市の明智市長と山武市の椎
名市長に連絡をして、「私たちは合併市とし
て同じ問題を抱えている。合併特例債の期間
延長を関係機関に働き掛けていきたい。共同
歩調を取ってもらえないか。」とお話をさせ
ていただきました。両市長からは、「ぜひ一
緒にやりましょう。」と賛同していただきま
した。これが発端となり、徐々に動きが大き
くなって、県の市長会に提出しました。県の
市長会から全国の市長会に提出して、そして
全国のうねりになって片山総務大臣のところ
へ要請に行ったということにつながっていま
す。
私たちの香取市から、合併
特例債の期間延長の取り組み
を、全国でいち早く打ち出し
ていったというようなところ
があります。合併特例債の期
間延長と液状化被害に対する
国の支援について、関係する
大臣へ要請するにあたって、
香取市が事務局のかわりをさ
せていただき、県内の各市の
とりまとめをさせていただい
ています。

何を申し上げたいかといいますと、基礎自
治体の底力というのは、こういうところなん
じゃないのかなと思います。香取市のような
田舎の一都市がいくら頑張って働きかけても、
国を動かすことはなかなかできません。とこ
ろが、例えば、液状化被害については、香取
市や東京湾沿岸部だけではなく、お隣の茨城
県の潮来市、鹿嶋市も状況は同じなのです。
ですから、一緒に要請に行きました。その時
には、埼玉県の久喜市の市長にも来ていただ
きました。久喜市は高台ですが、液状化被害
が発生したのです。液状化被害は全国的な問
題であると国へ訴えてきました。そのような
行動が必要だと思い、それを実践してきまし
た。この基礎自治体の力というのは、私は、
はかり知れない大きな力を持っている、秘め
ていると思っています。そして、可能性もす
ごくあるのだろうと思います。
さて、補正予算の関係をお話します。これ

まで３度の補正予算を行いました。３月、４
月に専決処分を行って、この専決処分につい
ては、その都度、議会の全員協議会に説明を
しております。先の６月議会で補正を行って、
この３回の補正で総額は140億円を計上して
おります。実際には、まだ査定の未確定の事
業が存在しますので、先ほど申し上げたよう
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に約200億円は超えると思います。さて、こ
の財源は、災害救助法の適用から始まり、激
甚災害の特別財政支援法等に基づく補助金が
あります。国、県からの補助金や地方債等を
充当しながら、復旧・復興を成し遂げていく
ことになります。香取市で単独に準備する多
額な財源も必要だろうと思いますが、やはり
的確な財源措置というものを、国や県にお願
いしたいと思います。
もう少し細密な話をさせていただきます
が、３月の大震災の時点の、応急的な工事等
を行っていただいた会社は、間違いなく地元
の零細企業です。この会社に対して、大震災
から４ヶ月半がすでに経過していますが、ま
だ費用の支払いができていないところもあり
ます。現段階では、国、県から交付予定の金
額が１銭も入ってきておりません。これでは、
地域の復興に最も力を貸していただいている
地元の会社が、最も苦しむことになるのです。
香取市もできるだけ立て替えられるものは、
対応していこうと考えています。いずれにし
ても、できるだけ早い時期に地元業者への支
払いができるように、県等の担当者には対応
をお願いしたいと思います。
現在、査定が徐々に終わり、これから災害
復興計画を策定しようとしているときであり
ますので、この夏が終わる頃には、いよいよ
本格的な工事が実施されると思います。その
際には、交付されるとありがたいと思います。
何しろ莫大な金額ですので、市が立て替える
というのも限度があります。復興関連の工事
などに携わっていただく、市民、もしくは零
細業者、会社に我慢や負担を強いるのは気の
毒です。このようなことを懸念しています。

○佐藤
今回の大震災で、市民の皆さんをはじめ、
宇井市長、職員の皆さんも大変な苦労をなさ

いました。今回の事態に対応される中で、特
にお感じになったことを最後にお伺いします。

○市長
私が本当に感じたのは、こういう言い方は

少し極端かもしれませんが、大震災の直後は
被災地の市民をだれも助けてくれないという
ことです。時間がたてば、多くの浄財をいた
だいていますが、支援や救助等で動いてくれ
るのは、やはり地元の市民、そしてその原動
力になるのは自治体の職員です。これは間違
いないです。本当によくやっていただきまし
た。
市民の皆さんの中には、対応が遅い等の不

満の声を上げる人もいましたが、職員の皆さ
んにはよくやっていただきました。本当に頭
が下がります。私が夜中眠れないのは当たり
前ですが、本当にもう昼夜を問わず、夜中ま
で職員の皆さんが働いていました。私も市長
室に１週間、泊り込みになりました。
市の職員は、１週間以上も泊まり込んで災

害対応をしていました。本当によくやってい
ただきました。水もありません。食べるもの
も３食カップラーメンです。頭が下がります。
大震災の直後は市民の皆さんからいろいろク
レームがありましたが、今はほとんどありま
せん。１ヶ月とか２ヶ月とか経ちますと、「香
取市の職員は、よくやってくれている。」と
いうのがよくわかってもらえたのだと思いま
す。

○高橋
宇井市長には大変お忙しい中にもかかわら

ず、心のこもった良い話を聞かせていただき、
本当にありがとうございました。

○市長
こちらこそ、ありがとうございました。


